
都市再生事業実施基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）が都市再生事業

を実施するに当たり、民間事業者が行う都市再生事業に対する支援又は地方公共団体が

行うまちづくりに対する支援及び補完の役割を担うものに限るための事業実施基準等に

関する事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 一 機構法 独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号） 

 二 都市再生事業 機構法第 11 条第１項第１号から第５号まで及び第９号並びに附則第

12 条第１項第６号の規定に基づき行う業務（委託に基づき行うもの、機構法第 13 条第

１項に規定する国土交通大臣の求めに基づくもの並びに機構の保有する資産等の管理、

建替え、譲渡等及びこれらを効率的かつ円滑に実施するために必要なものを除く。） 

 三 特別措置法 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号） 

四 民間事業者が行う都市再生事業 国が関与する地域内において民間事業者が実施す

る市街地の整備改善に関する事業 

五 事業評価監視委員会 独立行政法人都市再生機構事業評価実施規程（平成 16 年独立 

行政法人都市再生機構規程第 23 号）第 11 条第１項の規定に基づく事業評価監視委員 

会 

 

（事業実施基準） 

第３条 機構が実施する都市再生事業は、民間事業者が行う都市再生事業に対する支援又

は地方公共団体が行うまちづくりに対する支援及び補完のうちいずれかを目的とするも

のとする。 

２ 機構が民間事業者が行う都市再生事業に対する支援を目的として都市再生事業を実施

する場合は、次の各号に掲げるすべての事項を満たさなければならないものとする。 

一 事業を実施する区域が国が関与する地域内の区域であること。 

二 機構に対して地方公共団体からの要請があること。 

三 機構に対して事業地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者等又はこ

れらの者の相当数により構成される団体（以下「地権者等」という。）からの要請があ

ること。 

四 機構の事業実施により、国又は地方公共団体が立てた政策の実現に当該事業が及ぼ

す効果（以下「政策実現効果」という。）が十分に期待できること。 
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五 機構の事業実施によって民間事業者に対する適切な支援が行われること。 

六 事業実施者を公募したにもかかわらず応募者がいないこと。 

七 機構の事業採算性が確保されていること。 

３ 機構が地方公共団体が行うまちづくりに対する支援及び補完を目的として都市再生事

業を実施する場合は、次の各号に掲げるすべての事項を満たさなければならないものと

する。 

一 機構の事業実施に対して地方公共団体からの要請があること。 

二 機構と地方公共団体との役割分担が確認されていること。 

三 機構の事業実施により、政策実現効果が十分に期待できること。 

四 民間事業者が地方公共団体を代替して事業を実施することが困難であること。 

五 民間事業者の事業への参入の促進が図られること。 

六 機構の事業採算性が確保されていること。 

 

（事業実施基準への適合の検証） 

第４条 機構は、都市再生事業の実施又は当該事業への参加の決定を行う場合は、当該事

業が前条第２項各号又は第３項各号に掲げる事項（以下「事業実施基準」という。）に適

合しているかどうかについて検証を行うものとする。 

２ 機構は、前項の適合検証を行った都市再生事業において検証した事項に変更がある場

合には、当該事業が事業実施基準に適合しているかどうかについて再度検証を行うもの

とする。 

 

（国が関与する地域内の事業実施基準への適合の検証） 

第５条 機構が実施する事業が、次条第１項第１号に該当する場合は、民間事業者が行う

都市再生事業に対する支援を目的として都市再生事業を実施する場合として適合検証を

行うものとする。 

 

（適合検証の方法） 

第６条 機構は、民間事業者が行う都市再生事業に対する支援を目的として都市再生事業

を実施する場合は、第４条に規定する検証において次の各号に掲げる事項を確認するも

のとする。 

一 事業を実施する区域が特別措置法第２条第３項に規定する都市再生緊急整備地域内

の区域又は同法第３条に規定する都市再生本部が定めた都市再生予定地域内の区域で

あること。 

二 地域のまちづくり等の観点から機構による事業の実施が必要であると判断したこと

を示す機構に対する要請、同意又は事業認可等の書面が地方公共団体から提出され、

その判断が妥当と認められること。 
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三 民間事業者のみでは実施が困難であると判断した理由を記載した書面が地権者等か

ら提出され、その理由が妥当と認められること。ただし、次に掲げるもののいずれか

に該当する場合には、本号の確認を要しないものとする。 
イ 機構法第14条に規定する関係地方公共団体からの要請がある場合 

ロ 国又は地方公共団体の所有地を機構へ譲渡することが妥当であると対象土地の管

理者等が判断したことが客観的に確認できる場合 

四 別表に掲げる政策実現効果に関する目標が適切に設定されていること。 

五 事業実施により民間事業者に対して、次に掲げるいずれかの支援が行われること。 

イ 事業の長期化のおそれがある等の事業に内在するリスクが軽減されること。 

ロ 関係者の合意形成が困難である等の場合において、機構の有する中立性及び公平性

の活用が図られること。 

六 地方公共団体、地権者等から機構が事業の実施者を公募することに対する同意を得

て、少なくとも次に掲げる条件を有する者を公募し、その結果として応募者がいなか

ったこと。ただし、地方公共団体、地権者等から公募することに対する同意が得られ

ない場合はこの限りではない。 

イ 機構が策定した事業計画等に従って事業を行うこと。 

ロ 事業を実施するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要な

その他の能力が十分な者であること。 

七 次に掲げる事項を満たすことにより、機構の事業採算性が確保されていること。た

だし、事業の実施により整備される建築物の敷地又は造成される宅地をその取得及び

整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とした対価で譲渡（以下「原

価譲渡」という。）を行う場合には、イを満たすことは要しないものとする。 

イ 事業実施又は事業参加の決定時点において算定した事業のキャッシュフローに係

る正味現在価値（以下「ＮＰＶ」という。）が正であること。なお、ＮＰＶを算定す

るための割引率は原則として４％とするが、個別事業の特性及び金融市場等の外部

環境の変化を考慮するものとする。 

ロ 事業実施又は事業参加の決定時点において算定した事業収支が正であること（土

地等の譲渡を伴う事業に限る。）。 

２ 機構は、地方公共団体が行うまちづくりに対する支援及び補完を目的として都市再生

事業を実施する場合は、第４条に規定する検証において次の各号に掲げる事項を確認する

ものとする。 

一 次に掲げるすべての事項が記載された地方公共団体の書面が提出され、記載されて

いる理由が妥当と認められること。 

イ 地方公共団体が地域のまちづくり等の観点から機構による事業の実施が必要であ

ると判断した理由。 

ロ 地方公共団体が自ら事業を実施することが困難である又は適切でないと判断した
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理由。 

ハ 事業地区が国の政策に沿った地方公共団体の都市再生に関するまちづくりのため

の計画に位置付けられていること又は地方公共団体が事業地区における事業の実施

について議会からの承認（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第10号に

規定する地域防災計画に位置付けられることが確実な事業に限る。）を得ているこ

と。 

二 事業実施に当たり、地方公共団体が応分のリスク若しくは費用の負担を行う又は機

構が実施する事業に関連する事業を自ら行うなど適切な役割を果たしていること。 

三 別表に掲げる政策実現効果に関する目標が適切に設定されていること。 

四 次に掲げる事項のいずれかに該当することにより、民間事業者が地方公共団体を代

替して事業を実施することが困難であること。 

イ 事業の長期化等のリスクが内在する事業であること。 

ロ 関係者間の利害調整のために中立性及び公平性が必要な事業であること。 

ハ 機構が有する施行権能が必要な事業であること。 

五 民間事業者の事業参画機会の創出に係る計画が妥当であること。ただし、民間事業

者が行う都市再生事業に機構が参加する場合又は国若しくは地方公共団体等に土地等

を譲渡等することが予定される場合には、この限りでない。 

六 次に掲げる事項を満たすことにより、機構の事業採算性が確保されていること。た

だし、原価譲渡を行う場合には、イを満たすことは要しないものとする。 

イ 事業実施又は事業参加の決定時点において算定した事業のキャッシュフローに係

るＮＰＶが正であること。なお、ＮＰＶを算定するための割引率は原則として４％と

するが、個別事業の特性及び金融市場等の外部環境の変化を考慮するものとする。 

ロ 事業実施又は事業参加の決定時点において算定した事業収支が正であること（土

地等の譲渡を伴う事業に限る。）。 

 

（検証結果の評価等） 

第７条 機構は、第４条の規定に基づき検証を行った結果、事業実施基準に適合している

ものとして都市再生事業を実施しようとするときは、検証の結果について、当該事業の

実施前に事業評価監視委員会の意見を聴かなければならないものとする。 

２ 事業評価監視委員会は、検証の結果について評価を行うものとする。 

３ 事業評価監視委員会は、前項の評価を行うに際して、次の各号に掲げる事項について

審議しなければならないものとする。 

 一 前条第１項第４号及び第２項第３号に規定する政策実現効果に関する目標の妥当性 

 二 前条第１項第６号ただし書きの場合は、同意が得られない理由の妥当性 

４ 機構は、第２項の評価の結果を事業着手後速やかに公表するものとする。 
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（都市再生事業において例外的に賃貸住宅を供給する場合） 

第８条 機構は、原則として行わないこととされている都市再生事業の実施に伴う賃貸住

宅の新規供給については、機構法第 11 条第１項第 10 号の規定による場合のほか、密集

市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49 号）第 30 条の

２第１項の規定による場合に限り、行うことができるものとする。 

２ 前項の場合においては、事業評価監視委員会は前条第３項各号に掲げる事項のほか、

賃貸住宅を新規に供給することの妥当性についても審議しなければならないものとする。 

 

（運用に必要な事項） 

第９条 この基準に定めるもののほか、この基準の運用に必要な事項については別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この基準は、平成 23 年４月 21 日から施行する。 

 

（事業実施基準の適用除外） 

第２条 この基準は、施行日において既に事業を実施しているもの及び独立行政法人都市

再生機構の都市再生事業実施に係る基準を定める規程（平成 19 年独立行政法人都市再生

機構規程第 29 号）の規定に基づく検証が既に行われているものについては適用しない。 
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別表 政策実現効果 

事業の目的 区域 政策目的 政策実現効果の項目の一例 

（１）民間事業

者が行う都市再

生事業に対する

支援 

都市再生緊

急整備地域

及び都市再

生予定地域 

●国際競争力強化 

●低炭素型社会の促進 

●交通結節点等の整備 

●民間建設投資誘発額 

●大規模（Ａクラス）ビルの床面積

●街区規模 

●居住人口 

●就労者数（外国人就労者数等） 

●乗り換え時間  

            等 

大都市 ●集約型都市構造への転換 

●集約拠点の再生（都市基盤

の再構築、工場跡地等の土地

利用転換） 

●居住人口 

●踏み切り待ち時間 

●交通混雑度 

●民間建設投資誘発額  

            等 

地方都市 ●集約型都市構造への転換 

●まちなか居住の促進 

●集約拠点の再生 

（老朽建築物の建替え促進）

●まちなか居住人口 

●公益・福祉施設等の整備 

●歩行者通行量 

●バリアフリー整備 

●民間建設投資誘発額  

            等 

（２）地方公共

団体が行うまち

づくりに対する

支援及び補完 

密集市街地

等 

●安全・安心まちづくりの推

進（災害事前復興） 

●避難地の確保 

●消防活動困難区域 

●避難路の延長 

●不燃領域率 

●避難場所の面積（避難人口）  

            等 

注）大都市区域は、四大都市圏等の区域とし、大都市区域以外の区域を地方都市区域とする。 
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